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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 変 更)

明治字L業株式会社 京 都工場長 柘 植
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注 1該 当する□には レ 印を記入してください。特定事決を以外で自ユ参加されるヨr業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基紀い年度Jと は計画j切口Iの前年度を、 「日棟年度Jと は計画〕UP司の最終年度をいいます。

3「 事染所年排山区分Jと は 京 都府内のコI栄所等の1好栄lHr助のためのエネルギーの使加に伴い発生する温ヨ勿米ガスを、 「輸送"両 割:山!き分J
とは 自動車迎送41業者についてはf■用の本拠の位置を京神S府内とするi両 の排1 すヽる温4勿 来ガスを、鉄道事業者については保布する貨物Ⅲ
両又は旅客1ヨ両の排|,する温室効果ガスを 「その他排出区//jJとは、上記以タトの京都Ff内における守業所字のlI業活動に作い発生する温ヨ効
果ガスをいいます。

4 r特 記事項Jに は、平成2年度 (1990年 度)を基t F4としたJF出曇の対比やエネルギー原J14LC 02排出昼、省エネ製品,口舞など他者の温室
効果ガス排出削減への貫は、グリーン殻達の採用 特 定フロンなどの条例指定外の洸室効果ガスの削減などを記入してください。

京都府京田辺市大住立原 1-1

化対策条例第18条第 1項 (第18条第 2項、第18条第 3項)の 規定によ り提出 します。

特定 事 業 君 の

主たる業種
予し製品製造業

該当する事実
者要作

▼ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー便用事業者 く原細に換
算して1,500キロリットル以上))                 .
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

「

声

計 画 期 間 平成 17 年 4 月 平成  20 年 4 月

基 本 方 針 地球温暖化防止に向けエネルギー使用の含理化を行う。

推 進 体 制 省エネルギー推進組織 による省エネルギーバ トロールの実施及ひ設備老朽化更新 による能力効率同上

年度 ことの具

体的な取紅及
び措置

年 度 設偏、対 象、工程等 計 画 内 容

1 ユーティリティー 水厚式テル ト水」t結設愉の導入によるCOP成 績係数の向上l1500kvh/日)

〕 排水処理 排水DO管 理でのプロアー制御による運転容量の出じ減(6701wh/日)

1 ユ,ティリティー エアーロス削減によるエアコン台数の削減(1合55姉h/日)

ユーティリテイ‐ エアーコンブレッサー台数制御による運転容量のHl減(5401wh/日)

温 軍 効 果 刀 ス

の排出量等 排出区分
基準牛皮 く実績 '

(17)年 度
く二酸化炭素換算 (t))

日標年度 ( H t四'

( 1 9 )年 度
〈二酸化炭素換算 〈1))

自J滅準

(計画)
( % )

A事 業所等コF出区分 26,350  t 25,956   t -1 50 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲ1       26,350 t ■2      25,956 t -1 50 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温堂効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

取組量等 (二酸化 炭轟張算 (t

森林の保全及び整偏 〈整備面積) 〈吸収畳) t

府内匿 の本材の利用 (利用重) m・ 〈削減a) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熟の供給

〈売電重) k■h 〈削減鼠) t

〈熱供熔畳) 〈削減二) t

グ リー ン電 力の購入 (Fll入8) kwh 〈Hl減重) t

削減曇等合計 , 3 t

言 う膨F出量

(リト出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 く計画) 削減率 (計画)

,1       26,350 t ●21-('31           25,956   t 150 %

特 記 事 項

運 絡 先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号


